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From Parliament SHUHO議会だより　秀峰 From Parliament SHUHO 議会だより　秀峰

会　　　計 補正額 補正後の額

一般会計（第６回）   3 億 4,250 万 2 千円    53 億 2,408 万 9 千円

国民健康保険特別会計（第２回）   1 億 8,779 万 7 千円 10 億 5,340 万 8 千円

介護保険特別会計（第３回） 3,048 万 1 千円 8 億 4,763 万 3 千円

一般会計（第７回）   2.749 万 4 千円    53 億 5,158 万 3 千円

国民健康保険特別会計（第３回）   19 万 9 千円 10 億 5,360 万 7 千円

介護保険特別会計（第４回） 23 万 8 千円 8 億 4,787 万 1 千円

簡易水道事業特別会計（第３回） 4 万 1 千円 3 億 457 万 2 千円
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【求める所得金額＝①×②－③】

年齢区分 ①公的年金等の収入金額の合計額 ②割合 ③控除

65 歳未満

昭和 28 年

1 月 2 日以後に

生まれた人

公的年金等の収入金額の合計額が 700,000 円までの場合は、所得金額はゼロとなります。

700,001 円～ 1,299,999 円 100% 700,000 円

1,300,000 円～ 4,099,999 円 75% 375,000 円

4,100,000 円～ 7,699,999 円 85% 785,000 円

7,700,000 円以上 95% 1,555,000 円

65 歳以上

昭和 28 年

1 月 1 日以前に

生まれた人

公的年金等の収入金額の合計額が 1,200,000 円までの場合は、所得金額はゼロとなります。

1,200,001 円～ 3,299,999 円 100% 1,200,000 円

3,300,000 円～ 4,099,999 円 75% 375,000 円

4,100,000 円～ 7,699,999 円 85% 785,000 円

7,700,000 円以上 95% 1,555,000 円

期　　日 場　　所 受付時間 対象地区

2 月 15 日（木）
天坪公民館 9：30～11：30 戸手野・馬瀬・枯谷

郷の家 13：00～15：00 本村・峰

2 月 16 日（金）
大砂子公民館（国道沿） 9：30～12：00 大砂子・柳野・永渕・大久保

住民課税務班（役場 1 階） 13：00～16：30 川口南・津家・葛原

2 月 19 日（月）
岩原部消防屯所 9：00～11：30 岩原・筏木・西峯三谷

川戸集会所 13：00～14：30 上桃原・下桃原・西久保・川戸・連火

2 月 20 日（火） 久寿軒公民館 9：00～11：30 北川一区・北川二区・久寿軒

2 月 21 日（水） 総合ふれあいセンター
9：30～11：30 大田口・目付・西梶ヶ内・東梶ヶ内・

石堂・奥大田・西寺内・東寺内13：00～15：00

2 月 22 日（木） 総合ふれあいセンター
9：30～11：30 東庵谷・西庵谷・上東・黒石・中屋・

和田・船戸13：00～14：30

2 月 23 日（金）
奥大田集会所 9：30～10：30 奥大田・西梶ヶ内

住民課税務班（役場 1 階） 13：00～16：30 高須・日浦・大王下・大王上

2 月 26 日（月）
一の瀬公民館 10：00～11：30 一の瀬・中央

川口公民館 13：00～14:30 川口・谷・式岩

2 月 27 日（火 )
大豊町立複合集会所

ひだまり

9：30～11：30 野々屋・土居・久生野・大畑井・沖・

蔭・柚木13：00～14：30

2 月 28 日（水）
立川三谷集会所 10：00～11：30 立川三谷

中和・刈屋多目的集会所 13：30～15：00 中和・仁尾ヶ内・刈屋

3 月 1 日（木）
穴内公民館 9：00～11：30 式岩・和田・尾生・磯谷・穴内全域

住民課税務班（役場 1 階） 13：00～16：30 小川・杉・桧生

3 月 2 日（金） 豊永公民館
9：00～11：30 安野々・西土居・八川・佐賀山・

東土居・川戸13：00～14：00

3 月 4 日（日） 住民課税務班（役場１階）
8：45～11：30

全地区
13：00～16：30

3 月 5 日（月）
八畝集会所 9：30～11：30 八畝・西川・立野

怒田ふるさと館 13：00～14：30 怒田・南大王・三津子野

3 月 6 日（火） 東豊永公民館
9：30～11：30 大平・大滝・落合・高原・川井・中内・

立野・西川・粟生13：00～14：30
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運営の在り方

○県が市町村とともに国保の運営を行います。

○県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営

の確保など国保運営の中心的な役割を担います。

○県が、県内の統一的な国保運営方針を示し、事務の効率化、標準化、広

域化を推進します。

高知県の主な役割 大豊町の役割

財政運営

財政運営の責任主体

・市町村ごとの国保事業納付金を決定

・財政安定化基金の設置・運営

・国保事業納付金を県に納付

資格管理
国保運営方針に基づき、事務の効率

化、標準化、広域化を推進

地域住民と身近な関係の中、資格を

管理（被保険者証や各種証の発行）

保険料の決定

賦課・徴収

標準的な算定方法などにより、市町

村ごとの標準保険料率を算定・公表

・標準保険税率などを参考に保険

税率を決定

・個々の実情に応じた賦課・徴収

保険給付
医療給付に必要な費用を、全額市町

村に対して支払う
保険給付の決定・支給

保健事業 市町村に対し、必要な助言・支援 事業を実施
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交通事故死者数 高齢者

県　下 29 人
（前年比 △13）

16 人
（前年比 △10）

管　内 ２人
（前年比 ＋１）

２人
（前年比 ＋２）

1 木 １歳半・3 歳児すこやか検診（ふれあいセンター）13：00〜

2 金

3 土

4 日

5 月

6 火

7 水
行政相談（ふれあいセンター）10：00〜12：00

人権相談（農工センター）10：00 〜 15：00 

8 木

9 金 よちよち（ふれあいセンター）10：00〜12：00 

10 土 第 28 回大豊町ボランティア大会（ふれあいセンター）13：00〜

11 日 　　建国記念の日 

12 月 振替休日 
13 火

14 水
立川無医地区診療

ポールウォーキング教室（ふれあいセンター）14：30〜15：30 

15 木 はつらつ健康運動教室（農工センター）18：30〜20：00 

16 金

17 土

18 日

19 月

20 火 久寿軒無医地区診療

21 水

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月

27 火 西峯無医地区診療 

28 水




